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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年3月12日(2020.3.12)

【公開番号】特開2018-151993(P2018-151993A)
【公開日】平成30年9月27日(2018.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2018-037
【出願番号】特願2017-49176(P2017-49176)
【国際特許分類】
   Ｇ１６Ｈ  10/00     (2018.01)
   Ａ６１Ｂ   5/022    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｑ   50/24     　　　　
   Ａ６１Ｂ    5/02     ６３４Ｌ
   Ａ６１Ｂ    5/02     ６３５Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年1月27日(2020.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤の処方者が使用する第１の端末と、血圧計に接続されるかまたは血圧計を内蔵し患
者が使用する第２の端末との間で、ネットワークを介してそれぞれ通信が可能な投薬支援
装置であって、
　前記第１の端末から、前記患者に対し処方した薬剤の種類と量を含む投薬情報を前記ネ
ットワークを介して取得する投薬情報取得部と、
　前記第２の端末から、前記血圧計により得られた前記患者の血圧計測情報を前記ネット
ワークを介して取得する血圧計測情報取得部と、
　前記第２の端末から、前記患者の服薬の状況を表す服薬情報を前記ネットワークを介し
て取得する服薬情報取得部と、
　前記患者ごとに、前記取得された服薬情報に基づいて内服遵守の状況を表す服薬アドヒ
アランス情報を生成し、前記取得された投薬情報に含まれる薬剤の種類と量と、前記取得
された血圧計測情報に基づく血圧値の推移と、前記生成された服薬アドヒアランス情報と
を、前記投薬情報、血圧計測情報および服薬情報にそれぞれ含まれる投薬日時、計測日時
および服薬日時を表す各情報に基づいて、時系列上で相互に対応付けて表示するための投
薬治療実績情報を生成する表示情報生成部と、
　前記生成された投薬治療実績情報を前記ネットワークを介して前記第１の端末へ送信す
る送信部と
　を具備する投薬支援装置。
【請求項２】
　前記表示情報生成部は、前記血圧計測情報に基づく血圧値の推移から当該血圧値の予め
設定した量を超える変化を検出し、当該変化の内容を表す情報を前記血圧値の推移を表す
グラフの時系列上の対応する位置に付加して表示するための投薬治療実績情報を生成する
請求項１記載の投薬支援装置。
【請求項３】
　前記表示情報生成部は、前記投薬情報に含まれる薬剤の種類を色またはグレースケール
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の異なるブロックとして表示すると共に、前記薬剤の量を前記ブロックの積み上げ数によ
り表示するための投薬治療実績情報を生成する請求項１又は２に記載の投薬支援装置。
【請求項４】
　前記第２の端末から、前記患者の活動量を表す活動量情報を前記ネットワークを介して
取得する活動量情報取得部を、さらに具備し、
　前記表示情報生成部は、前記取得された活動量情報に基づいて活動量の推移を表す情報
を生成し、当該生成された活動量の推移を表す情報を、前記薬剤の種類と量および前記血
圧値の推移を表す情報と時系列上で対応付けて表示するための投薬治療実績情報を生成す
る請求項１乃至３のいずれかに記載の投薬支援装置。
【請求項５】
　前記第１の端末から前記患者に対する投薬支援要求を受信した場合に、少なくとも当該
患者に対応する前記投薬治療実績情報を参照して、当該患者に対し処方すべき薬剤の種類
と量の候補を表す投薬ガイド情報を生成し、当該生成された投薬ガイド情報を前記ネット
ワークを介して前記要求元の第１の端末へ送信する送信部を、さらに具備する請求項１乃
至３のいずれかに記載の投薬支援装置。
【請求項６】
　薬剤の処方者が使用する第１の端末と、血圧計に接続されるかまたは血圧計を内蔵し患
者が使用する第２の端末との間で、ネットワークを介してそれぞれ通信が可能な投薬支援
装置であって、
　前記第１の端末から、前記患者に対し処方した薬剤の種類と量を含む投薬情報を前記ネ
ットワークを介して取得する投薬情報取得部と、
　前記第２の端末から、前記患者の服薬の状況を表す服薬情報を前記ネットワークを介し
て取得する服薬情報取得部と、
　前記患者ごとに、前記取得された服薬情報に基づいて内服遵守の状況を表す服薬アドヒ
アランス情報を生成し、当該生成された服薬アドヒアランス情報と、前記取得された投薬
情報に含まれる薬剤の種類と量とを、当該投薬情報および服薬情報にそれぞれ含まれる投
薬日時および服薬日時を表す情報に基づいて時系列上で相互に対応付けて表示するための
投薬治療実績情報を生成する表示情報生成部と、
　前記生成された投薬治療実績情報を、前記ネットワークを介して前記第１の端末へ送信
する送信部と
　を具備する投薬支援装置。
【請求項７】
　薬剤の処方者が使用する第１の端末と、血圧計に接続されるかまたは血圧計を内蔵し患
者が使用する第２の端末との間で、ネットワークを介してそれぞれ通信が可能な情報処理
装置が実行する投薬支援方法であって、
　前記情報処理装置が、前記第１の端末から、前記患者に対し処方した薬剤の種類と量を
含む投薬情報を前記ネットワークを介して取得する過程と、
　前記情報処理装置が、前記第２の端末から、前記血圧計により得られた前記患者の血圧
計測情報を前記ネットワークを介して取得する過程と、
　前記情報処理装置が、前記第２の端末から、前記患者の服薬の状況を表す服薬情報を前
記ネットワークを介して取得する過程と、
　前記情報処理装置が、前記患者ごとに、前記取得された服薬情報に基づいて内服遵守の
状況を表す服薬アドヒアランス情報を生成し、前記取得された投薬情報に含まれる薬剤の
種類と量と、前記取得された血圧計測情報に基づく血圧値の推移と、前記生成された服薬
アドヒアランス情報とを、前記投薬情報、血圧計測情報および服薬情報にそれぞれ含まれ
る投薬日時、計測日時および服薬日時を表す各情報に基づいて、時系列上で相互に対応付
けて表示するための投薬治療実績情報を生成する過程と、
　前記情報処理装置が、前記生成された投薬治療実績情報を前記ネットワークを介して前
記第１の端末へ送信する過程と
　を具備する投薬支援方法。
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【請求項８】
　請求項１、２、３、５、６、７のいずれかに記載の投薬支援装置が具備する各部の処理
を、前記投薬支援装置が備えるハードウェアプロセッサに実行させる投薬支援プログラム
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するためにこの発明の第１の態様は、医師が使用する第１の端末と、血
圧計に接続されるかまたは血圧計を内蔵し患者が使用する第２の端末との間で、ネットワ
ークを介してそれぞれ通信が可能な投薬支援装置にあって、前記第１の端末から前記患者
に対し処方した薬剤の種類と量を含む投薬情報を前記ネットワークを介して取得する。ま
た、前記第２の端末から、前記血圧計により得られた前記患者の血圧計測情報を前記ネッ
トワークを介して取得すると共に、前記患者の服薬の状況を表す服薬情報を前記ネットワ
ークを介して取得する。そして、表示情報生成部により、患者ごとに、前記取得された服
薬情報に基づいて内服遵守の状況を表す服薬アドヒアランス情報を生成し、前記取得され
た投薬情報に含まれる薬剤の種類と量と、前記取得された血圧計測情報に基づく血圧値の
推移と、前記生成された服薬アドヒアランス情報とを、前記投薬情報、血圧計測情報およ
び服薬情報にそれぞれ含まれる投薬日時、計測日時および服薬日時を表す各情報に基づい
て、時系列上で相互に対応付けて表示するための投薬治療実績情報を生成する。そして、
前記生成された投薬治療実績情報を前記ネットワークを介して第１の端末へ送信するよう
にしたものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　この発明の第４の態様は、前記第２の端末から前記患者の活動量を表す活動量情報を前
記ネットワークを介して取得する活動量情報取得部をさらに具備する。そして、前記表示
情報生成部により、前記取得された活動量情報に基づいて活動量の推移を表す情報を生成
し、当該生成された活動量の推移を表す情報を、前記薬剤の種類と量および前記血圧値の
推移と時系列上で対応付けて表示するための投薬治療実績情報を生成するようにしたもの
である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この発明の第５の態様は、前記第１の端末から前記患者に対する投薬支援要求を受信し
た場合に、少なくとも当該患者に対応する前記投薬治療実績情報を参照して当該患者に対
し処方すべき薬剤の種類と量の候補を表す投薬ガイド情報を生成し、当該生成された投薬
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ガイド情報を前記ネットワークを介して前記要求元の第１の端末へ送信するようにしたも
のである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　この発明の第６の態様は、薬剤の処方者が使用する第１の端末と、血圧計に接続される
かまたは血圧計を内蔵し患者が使用する第２の端末との間で、ネットワークを介してそれ
ぞれ通信が可能な投薬支援装置であって、前記第１の端末から、前記患者に対し処方した
薬剤の種類と量を含む投薬情報を前記ネットワークを介して取得し、かつ前記第２の端末
から前記患者の服薬の状況を表す服薬情報を前記ネットワークを介して取得する。そして
、前記患者ごとに、前記取得された服薬情報に基づいて内服遵守の状況を表す服薬アドヒ
アランス情報を生成し、当該生成された服薬アドヒアランス情報と、前記取得された投薬
情報に含まれる薬剤の種類と量とを、当該投薬情報および服薬情報にそれぞれ含まれる投
薬日時および服薬日時を表す情報に基づいて時系列上で相互に対応付けて表示するための
投薬治療実績情報を生成し、当該投薬治療実績情報を前記ネットワークを介して前記第１
の端末へ送信するようにしたものである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この発明の第１の態様によれば、投薬支援装置において、患者ごとに、医師の端末から
取得された投薬情報に含まれる薬剤の種類と量と、患者の端末から取得された血圧計測情
報に基づく血圧値の推移とを、時系列上で相互に対応付けて表示するための投薬治療実績
情報が生成され、この投薬治療実績情報が要求元の医師の端末に送信される。このため、
医師は患者に対して外来診療または遠隔診療を行う際に、投薬治療実績情報の表示を一覧
するだけで、当該患者の過去の血圧値の推移を、過去に処方した薬剤の種類と量と関連付
けて把握することができる。従って、患者に対する投薬の判断、つまり薬剤の変更の要否
と変更内容を効率良く的確に行うことが可能となる。
　さらに、患者の端末から取得された服薬情報に基づいて内服遵守の状況を表す服薬アド
ヒアランス情報が生成され、この服薬アドヒアランス情報が上記薬剤の種類と量および血
圧値の推移と時系列上で対応付けて表示される。このため、患者に対する投薬の判断要件
に、血圧の推移と服薬アドヒアランスを考慮することが可能となり、これにより投薬の判
断をさらに的確に行うことが可能となる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　この発明の第４の態様によれば、患者の端末から取得された活動量情報に基づいて活動
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量の推移を表す情報が生成され、この活動量の推移を表す情報が上記薬剤の種類と量およ
び血圧値の推移と時系列上で対応付けて表示される。このため、患者に対する投薬の判断
要件に活動量を考慮することが可能となり、これにより投薬の判断をさらに的確に行うこ
とが可能となる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　この発明の第５の態様によれば、医師の要求に応じ、少なくとも診療対象の患者に対応
する投薬治療実績情報を考慮して薬剤の種類と量の処方の候補を表す投薬ガイド情報が生
成され、医師の端末に表示される。このため、医師は処方すべき薬剤の種類と量に迷った
場合に、上記投薬ガイド情報を参考にして投薬の内容を判断することが可能となる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　この発明の第６の態様によれば、患者の端末から取得された服薬情報に基づいて内服遵
守の状況を表す服薬アドヒアランス情報が生成され、この服薬アドヒアランス情報が上記
薬剤の種類と量の推移を表す情報と時系列上で対応付けて表示される。このため、患者に
対する投薬の判断要件に服薬アドヒアランスを考慮することが可能となり、これにより患
者の服薬状況を考慮して投薬を判断することが可能となる。


	header
	written-amendment

